
- 1 -

○

宅
地
建
物
取
引
業
法
の
解
釈
・
運
用
の
考
え
方
（
平
成
１
３
年
国
総
動
第
３
号
）
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
３
５
条
第
１
項
関
係

第
３
５
条
第
１
項
関
係

１

重
要
事
項
の
説
明
に
つ
い
て

１

重
要
事
項
の
説
明
に
つ
い
て

（
略
）

（
略
）

（
新
設
）

２

宅
地
又
は
建
物
の
貸
借
の
代
理
又
は
媒
介
に
係
る
重
要
事
項
の
説

明
に
Ｉ
Ｔ
を
活
用
す
る
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て

宅
地
又
は
建
物
の
貸
借
の
代
理
又
は
媒
介
に
係
る
重
要
事
項
の
説

明
に
テ
レ
ビ
会
議
等
の
Ｉ
Ｔ
を
活
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲

げ
る
す
べ
て
の
事
項
を
満
た
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
対
面
に
よ
る

重
要
事
項
の
説
明
と
同
様
に
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
宅
地
建
物
取
引
士
は
、
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
た
重
要
事
項
の
説

明
を
開
始
し
た
後
、
映
像
を
視
認
で
き
な
い
又
は
音
声
を
聞
き
取
る

こ
と
が
で
き
な
い
状
況
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
説
明
を
中
断

、

。

し

当
該
状
況
が
解
消
さ
れ
た
後
に
説
明
を
再
開
す
る
も
の
と
す
る

（
１
）
宅
地
建
物
取
引
士
及
び
重
要
事
項
の
説
明
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
が
、
図
面
等
の
書
類
及
び
説
明
の
内
容
に
つ
い
て
十
分
に

理
解
で
き
る
程
度
に
映
像
を
視
認
で
き
、
か
つ
、
双
方
が
発
す

る
音
声
を
十
分
に
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
双
方

向
で
や
り
と
り
で
き
る
環
境
に
お
い
て
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

（
２
）
宅
地
建
物
取
引
士
に
よ
り
記
名
押
印
さ
れ
た
重
要
事
項
説
明

書
及
び
添
付
書
類
を
、
重
要
事
項
の
説
明
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
に
あ
ら
か
じ
め
送
付
し
て
い
る
こ
と
。
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（
３
）
重
要
事
項
の
説
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
重
要
事
項
説

明
書
及
び
添
付
書
類
を
確
認
し
な
が
ら
説
明
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
状
態
に
あ
る
こ
と
並
び
に
映
像
及
び
音
声
の
状
況
に
つ

い
て
、
宅
地
建
物
取
引
士
が
重
要
事
項
の
説
明
を
開
始
す
る
前

に
確
認
し
て
い
る
こ
と
。

（
４
）
宅
地
建
物
取
引
士
が
、
宅
地
建
物
取
引
士
証
を
提
示
し
、
重

要
事
項
の
説
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
当
該
宅
地
建
物
取

。

引
士
証
を
画
面
上
で
視
認
で
き
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
こ
と

３

土
地
区
画
整
理
法
第
１
１
０
条
の
規
定
に
よ
る
清
算
金
に
関
す
る

２

土
地
区
画
整
理
法
第
１
１
０
条
の
規
定
に
よ
る
清
算
金
に
関
す
る

説
明
に
つ
い
て

説
明
に
つ
い
て

（
略
）

（
略
）

４

借
地
権
付
建
物
及
び
借
地
権
の
存
す
る
宅
地
の
売
買
等
に
つ
い
て

３

借
地
権
付
建
物
及
び
借
地
権
の
存
す
る
宅
地
の
売
買
等
に
つ
い
て

（
１
）
～
（
３
）

（
略
）

（
１
）
～
（
３
）

（
略
）

５

借
地
権
付
建
物
の
賃
貸
借
の
代
理
又
は
媒
介
に
つ
い
て

４

借
地
権
付
建
物
の
賃
貸
借
の
代
理
又
は
媒
介
に
つ
い
て

（
略
）

（
略
）


